
 

不審電話に関する事例 

 

令和 7 年 10 月 2 日午前 11 時頃、石川県内在住の後期高齢者医療被

保険者の自宅に、厚生労働省の代表番号（03-5253-1111）で保険医療

局職員を名乗る女性から「宮城県仙台市の五ツ橋病院メンタルクリニッ

クから 2 ヶ月分の薬（の請求？）が出されている。この薬は違法の睡

眠薬で、調べたところあなたの名前が出てきた。あなたの保険証を止め

ます。」と電話があった。（「1」を押すようガイダンスがあった。） 

被保険者が相手方に、保険証を止める権限があるのか聞いたところ

「ある。」と返答を受けた。また、相手方は被保険者のフルネームを把

握していた。 

被保険者は詐欺ではないかと感じ、電話を切った後、石川県後期高齢

者医療広域連合に問い合わせを行い、本事案が判明した。 

不審電話であるため応対しないよう助言した。 

 

 

不審な電話等があった場合、広域連合、市町村後期高齢者医療担当また

は最寄りの警察へ御相談ください。 

問い合わせ先：宮崎県後期高齢者医療広域連合 
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